
製品安全対策優良企業表彰（ アワード）

製品安全対策優良企業表彰（ アワード）
及びプラスあんしん制度の御紹介

年 月 日

産業保安・安全グループ 製品安全課
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賞の構成と審査フロー
）賞の構成

※1 「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品をいいます。（消費生活用製品安全法第2条）
※2 「インターネット上で製品の売買を行うオンライン・ショッピング・モール 、インターネット・オークション、オンライン・フリーマーケット等の場を運営する事業者」をいいます。なお、ネットモール運営事業者が自ら製造、輸入又
は販売の事業も行う場合には、製造事業者・輸入事業者部門、又は小売販売事業者部門にも該当しますので、主たる業務に応じて応募部門を選択してください。

企業・
組織

部門 表彰内容 募集対象

大企業
製造事業者・輸入事業者部門

経済産業大臣賞
技術総括・保安審議官賞
優良賞（審査委員会賞） 「消費生活用製品」の製造事業

または輸入事業を行う者を対象
中小企業
製造事業者・輸入事業者部門

経済産業大臣賞
技術総括・保安審議官賞
優良賞（審査委員会賞）

大企業
小売販売事業者部門

経済産業大臣賞
技術総括・保安審議官賞
優良賞（審査委員会賞） 「消費生活用製品」の小売販売

事業を行う者を対象
中小企業
小売販売事業者部門

経済産業大臣賞
技術総括・保安審議官賞
優良賞（審査委員会賞）

団体部門 特別賞（審査委員会賞） 以外の「消費生活用製品」に関連した事業を行なっている団
体を対象

企業総合部門 特別賞（審査委員会賞） 以外の「消費生活用製品」に関連した事業を行なっている企
業（「ネットモール運営事業者」を除く）を対象

ネットモール運営事業者部門 特別賞（審査委員会賞） 「ネットモール運営事業者」を対象

製品 製品部門 特別賞（審査委員会賞） 特定の誤使用・不注意による事故リスクの低減を図った消費生活用製
品

令和7年度新設

• 企業や団体の製品安全に関する優れた取り組みを表彰する制度。製品安全を確保するための体制を審査し、特に優れた取
り組みに重点を置いて評価。平成 年度から開始し、本年度で 回。これまでに 超の企業・団体等を表彰。

• 企業による製品安全の先進的な取り組みを讃えることで、企業による事業活動や消費者の日常生活において製品安全に対
する意識が向上し、製品安全を重要な価値として位置付ける「製品安全文化」が定着することで、社会全体で製品の安全
が確保されることを目的に実施。

表彰概要

製品安全対策ゴールド企業について

• アワードの取り組みの一環として、経済産業大臣賞（旧金賞含む）を計 回受賞した企業を「製品安全対策ゴールド企
業」として認定。ゴールド企業認定から 年経過ごとに、認定時の取り組みを引き続き維持・発展させているか、審査委員
会でフォローアップを実施。

・上新電機株式会社★★
・株式会社バンダイ★★
・株式会社イトーヨーカ堂★★
・株式会社相田合同工場★
・アキュフェーズ株式会社★
・ＹＫＫ ＡＰ株式会社★
・パナソニック株式会社
くらしアプライアンス社
ランドリー・クリーナー事業部

・マツ六株式会社

ゴールド企業ロゴマーク
（フォローアップ版 星あり）

フォローアップを受けた回数に応じて星マークを追加
【 株式会社】
・令和 年 月、製品安全コミュニティにおいて施設の視察受け入れ＆希望者へ向け
たオプショナルツアーを開催・令和４年以降の視察受け入れ企業 社
・明治大学リバティアカデミー安全学講座を支援し、令和 年度より安全学入門
（春季）、安全学各論（秋期）を 寄付講座で開催

【上新電機株式会社】
・年間約 万件以上の修理・配送・設置データの分析を行い、メーカーに対する
製品改善や事故防止の提案を継続的に実施。
・膨大な製品・不具合情報を共有する独自システムにより、本体のみならず付属
品・消耗品 購入者にリコール を送付し、徹底した被害防止に努めている。

ゴールド企業の取り組み事例
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⚫ 人は必ずミスをする
⚫ 事故が起きた後に、消費者の立場に立って、真摯にスピーディーに
対応することが大切

審査における考え方

過去の製品事故やリコールなどの有無は問わず、
むしろ事故やトラブルの経験を糧に、
どのように取組を改善したか、

どのように体制を整備しているか、評価

賞の構成と審査フロー
）審査フロー

※受賞に至らなかった場合も含め、すべての応募企業に対して、審査委員からのアドバイスをお送りします。

募集期間 4月13日(月)～6月26日(金)
一次審査（書類審査） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6月29日(月)～7月10日(金)

書類審査を行い、二次審査進出企業を選出します。

二次審査（プレゼンテーション審査、現地調査等）・・ 8月17日(月)～10月16日(金)

受賞企業の公表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11月中旬～下旬

表彰式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11～12月頃（予定）

二次審査進出企業によるプレゼンテーション審査を行います（詳細次ページ）。
なお、必要に応じて追加のヒアリングや現地調査を実施する場合があります。

受賞企業および公表内容については、経済産業省のホームページ等で発表します。

事
前
相
談
は
通
年
で
対
応
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審査基準 特別賞 ｰ２つの視点ｰ

※ 令和5年(2023年)4月1日から審査時点までの約3年間の製品安全に対する取組を評価対象期間とします。

製品の安全を
確保・支援するための取組

視点1

製品安全文化構築
への取組

視点２

企業総合部門、団体部門、ネットモール運営事業者部門

審査基準 企業４部門 ｰ４つの視点ｰ

※ 令和5年(2023年)4月1日から審査時点までの約3年間の製品安全に対する取組を評価対象期間とします。

安全な製品を
製造・輸入（仕入・販売）

するための取組

視点1

製品を安全に
使用してもらうための取組

視点２

出荷後に安全上の問題が
判明した際の取組

視点３

製品安全
文化構築への取組

視点４

製造・輸入、小売販売事業者部門
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受賞企業の評価ポイント（製造・輸入事業者）

安全な製品を
製造・輸入（仕入・販売）

するための取組

視点1

製品を安全に
使用してもらうための取組

視点2

出荷後に安全上の問題が
判明した際の取組

視点3

製品安全文化
構築への取組

視点4

海外拠点
監査員の
育成

材料特性を
踏まえた自社
独自の基準
設定

サイレントチェ
ンジ防止のた
めの取組

最悪事態を
想定した
試験実施

グローバル共
通の製品安全
情報管理シス
テムの構築

経営トップ
の関与

高齢者の身
体特性を踏
まえた開発

工程変更時
の確認プロ
セス強化
事故原因
究明のため
の解析技術
ヒューマンエ
ラー発生防
止の取組

経年劣化を
考慮した品
質管理

製造委託
工場におけ
る品質確保

原因究明と
再発防止の
徹底

部品レベル
でのトレー
サビリティ

サプライ
チェーン全体
の協力体制

アンケート葉書
による不具合
情報の収集

セカンドユーザー
登録

不具合・事
故に対する
迅速な対応

IoT技術に
よるデータ
収集

問い合わせ情報
の一元管理に基
づく製品FAQの
頻繁な見直し

IoT・ビッグデータ
を活用した
使用者情報
の収集分析

利用者行動
分析による
ニーズ把握

動画による
正しい使い
方の発信誤設置防止

のための
取組

安全確保に
向けた施工業
者との連携

顧客とのコ
ミュニケー
ション確保

モニタリング
によるリスク
検証

遠隔診断保
守による製
品監視

グループ社員
向けの幅広
い安全教育

地域と
協力した
啓発活動

経営トップ主
導の安全意
識の浸透

他業種との
製品安全文
化醸成

製品事故実態把
握に向けた産官学
による共同研究

オンライン教
育の充実化

人材育成と
技術継承の
取組

製品安全
情報の社内
共有推進

業界全体
での安全性
向上

サプライヤー
表彰制度リコール

シミュレーション
の実施

事故事例を
再発防止に
活かす仕組

重要工程に
おける資格
認定制度

応募上の留意点

■応募に際しては、製品事故を防止し、製品の安全性を確保することにつながる具体的な取組をアピールして
ください。

・ 本表彰制度は「製品安全」の取組を評価するものであり、労働安全などに関する取組は評価対象となりま
せん。

・ 製品安全の実現と品質要求を満たすことは必ずしも同義ではありません。あくまで製品安全の観点から取
組内容を整理してください。

・ どのように「優れた」取組であるのか、具体的な内容をアピールしてください。

・ 下記のページに、これまでの受賞企業が評価された取組が掲載されています。参考にしてください。
https://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/3-consumer/r7_award.html
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受賞企業の評価ポイント（特別賞）

製品の安全を
確保・支援するための取組

視点1
製品安全文化
構築への取組

視点2

業界横断の
知見共有

製品安全確保
策の効果検証と
継続的な取組

階層別の教育
プログラム実践

部品供給にお
ける主体的な
製品安全確保
施策の実施

AIを活用した
製品安全確保
手法の開発

業界共通ルール
策定への関与

使用者情報の
メーカーへの
フィードバック

消費者の安全意識
向上のための地域
での啓発活動

消費者や販売事
業者の声に基づく
リスクレビュー

外部機関との連
携による製品安
全情報の周知

目に留まりやす
いリコール通知
の仕組づくり

製品安全施策の
グローバル展開

高事故リスク
製品群の特定
による重点的
安全対策

仕入先企業への
原因究明と改善
策の提示要請

商談会における
製品安全取組メ
リットの訴求

販売事業者向け教
育コンテンツ公開に
よる安全意識向上

の取組

製品事故拡大
防止のための
即応体制の確立

製品事故解析
による製品安
全への貢献

製品安全関連
規格の消費者
への紹介活動

自動検知システム
とオペレータの目
視による実効性
ある監視体制

社内横断の週次
基準策定委員会
でのルール検討

受賞企業の評価ポイント（小売販売事業者）

安全な製品を
製造・輸入（仕入・販売）

するための取組

視点1

製品を安全に
使用してもらうための取組

視点2

出荷後に安全上の問題が
判明した際の取組

視点3
製品安全文化
構築への取組

視点4

全社的な
リスク管理
体制の構築

高齢者を意
識した製品
選定 技術評価の

徹底と事故
防止策

品質トラブル
ナレッジの
共有

使用者視点
による取扱
製品選定

仕入れ
プロセスの
規定化

顧客の声を
メーカーへ
フィードバック

グループ企
業の品質基
準構築

製品安全責
任者配置と
権限明確化

顧客との双
方向コミュニ
ケーション

故障データ
分析に基づく
顧客対応

使用者への
丁寧な安全
情報提供

IoT技術によ
る遠隔での
見守り

販売前の訪
問下見サー
ビス実施

家庭向け総
合メンテナン
スサービス

誤使用予防を目
的とした注意喚
起動画の掲載

モニタリング
によるリスク
検証

苦情処理
情報の有効
利用

購入履歴と
日常業務で
安全を提供

事故発生
情報の全社
共有

回収の素早
い意思決定

リスクアセス
メントによる
リコール判断

自社・取引先
の人材育成

加盟店含め
た情報共有
と人材育成

製品安全を
企業経営の
原動力に

取引先の
適正評価

社員の力量
を定量評価

小学校での
出前授業

社員向け製
品安全技術
研修の強化

製品安全意
識向上のた
めの展示会

業界全体の
安全レベルを
リード

経営トップによる
再発防止のため
の仕組づくり

PB商品の最終
加工工場の正
確な情報把握

過去の教訓を
踏まえたサイ
レントチェンジ

対策

独自媒体を
通じたリコー
ル情報周知
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令和 年度 第 回製品安全対策優良企業表彰
受賞企業一覧（ 社）

経済産業大臣賞
中小企業
製造事業者･輸入事業者部門 株式会社いうら 愛媛県東温市

中小企業 小売販売事業者部門 株式会社カイノ電器 山形県寒河江市

技術総括・保安審議官賞
大企業
製造事業者･輸入事業者部門 富士フィルムビジネスイノベーション株式会社 東京都港区

優良賞（審査委員会賞）
大企業
製造事業者･輸入事業者部門 象印マホービン株式会社 大阪府大阪市

大企業
製造事業者・輸入事業者部門 株式会社ノーリツ 兵庫県神戸市

大企業 小売販売事業者部門 株式会社大創産業 広島県東広島市

特別賞

企業総合部門 ヤマト運輸株式会社 東京都中央区

14

製品安全対策優良企業表彰 応募のメリット
応募

審査

結果公表

フィードバック

製品安全コミュニティへの参加

「自社の製品安全の取組が、どのぐらいのレベルか知りたい」
「現状の取組を整理して、今後の方向性を検討する際の参考にしたい」

審査委員（各分野の専門家）によるフィードバック

一次審査（書類審査）
二次審査（プレゼンテーション審査、現地審査）

応募が今後の取組につながる

丁寧で時間をかけた審査

受賞企業講演会などで自社の取組を外部に訴求

社員のモチベーション向上・社外への訴求効果

受賞に至らなくても、客観的な充実点や不足点が確認できる

製品安全対策優良企業・団体同士の交流に参加

同業種・異業種交流による情報交換
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✓ 企業間の“横のつながり”が生まれ、各企業における更なる
製品安全実現に向けた取り組みの深化へ

✓ 受賞企業が業界の先駆けとなり、製品安全に取り組む企業
が増え、スタンダードとなる社会へ

製品安全コミュニティの活動や取組の対外発信により、

製品安全＝「価値」
文化の醸成へ

製品安全コミュニティの活性化について

• PSアワード受賞企業を対象に、製品安全に対する各企業での知見の共有や交流促進を目指し、製造・販売といった業種・業態や、
大企業・中小企業の垣根を越えた受賞企業間での異業種交流の場（製品安全コミュニティ）を提供し、企業間連携を推進。

• 一例として、令和4年度より製品安全企業向け研修（当省主催）を実施。過去の製品事故から得られた教訓や、社内の安全管理
体制の整備、研修参加者が日頃の業務で抱いている製品安全対策に係る悩みと改善に向けた対策検討に関するディスカッション等を
テーマにカリキュラムを編成し、企業での製品安全文化の醸成・深化や、製品安全への取り組みの『輪』の拡大（仲間づくり）を進め
ている。

日程 令和7年11月27日～28日
場所 経済産業研修所、オンライン
プログラム（一部）

受賞企業間の連携

製品安全企業向け研修製品安全コミュニティ
令和8年3月11日に経済産業省にて開催し、47名
が参加。有識者による講演や受賞企業のベストプラク
ティス発表、次年度のPSアワード20周年に向けたイベ
ントや企業間連携による製品安全の広報手段などを
テーマにしたワークショップを実施。コミュニティ発展につ
ながる具体的な計画等の検討を深めた。

• 誤使用による製品事故を防止する：人間工学の立
場から

• 中間流通業における製品安全の取組
• 人間生活工学に基づく人にやさしいものづくり
• 生活機能を考慮した安全な製品開発の支援

• 電器製品の品質トラブルを未然防止するために
• R-Map手法によるリスクアセスメント演習
• グループ討議：製品安全に対する課題と対策検討
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「誤使用・不注意」等が原因の事故は全体の約 割発生
受受付付年年 製製品品起起因因 経経年年劣劣化化

設設置置・・修修
理理不不良良

誤誤使使用用・・不不
注注意意

偶偶発発的的事事故故等等
※※

原原因因不不明明 調調査査不不能能
非非重重大大製製品品

事故故等等
調調査査中中 合合計計

年年
件件 件件 件件 件件 件件 件件 件件 件件 件件 件件

年年
件件 件件 件件 件件 件件 件件 件件 件件 件件 件件

年年
件件 件件 件件 件件 件件 件件 件件 件件 件件 件件

出典：消費生活用製品安全法に基づいて消費者庁から経済産業省製品安全課に通知された重大製品事故（事故の受付日ベース）を基に経済産業省製品安全課で集計
（※１）「偶発的事故等」とは、製品に起因しないか（ただし誤使用と⾔い切れない）、又は使用者の感受性に関係すると考えられるものをいう。（※２）2024年12月末時点の調査結果に基づくものであり、調査の進展を受けて件数に変更が
生じる可能性がある。

重大製品事故の原因分析と経年変化 2024年12月末時点の調査結果※2

計

その他製品

電気製品

⽯油製品

ガス製品

重大製品事故の原因分析と経年変化

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

200

0

400

600

800

1000

1200

（件）
1400

出典︓消費生活用製品安全法に基づいて消費者庁から経済産業省製品安全課に通知された重大製品事故（事故の受付日ベース）を基に経済産業省製品安全課で集計（注）消費者庁が事業者から重大製品事故報告を受理した日で計上

誤使用・不注意による事故リスクを低減した製品
の表彰・表示制度（＋あんしん）
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誤使用・不注意防止に対応する製品にスポットライトをあて、
消費者が安全を意識する「製品安全市場」の構築を目指す

• 特定の誤使用・不注意の防止対策が採られた製品について、そのリスク低減状況を評価し、効果が認
められた製品はその旨が分かるような表示を付すことで、事業者と消費者間のリスクコミュニケー
ションを促進し、消費者が自ら安全な製品を選択しやすい環境を整備。

• 「誤使用・不注意等事故を防ぐ製品」が市場で評価され、安全性が一つの強みや差別化要素となれば、
誤使用・不注意での事故減少が期待できる。

⾼齢者や⼦供による誤使用・不注意等事故の発生割合が⾼い製品では、製品側でそうした事故リスクを低
減する機能の搭載が期待されるが、開発コストが価格転嫁されるため、一般的に消費者への訴求も難しい
傾向。

実施目的

今までの課題

製品起因と誤使用・不注意等の事故割合（2020年～2022年）

％

％

80歳以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

10歳未満

％

％

％

％

％

％

身体・認知機能が低下した高齢者による誤使用等事故は 割を超える

事故事例

代、 代、 歳以上で多く、他の年齢層より高い
製品起因

誤使用・不注意等

原因不明

その他

年 重大製品事故の原因

件
（ ％）

件
（ ％）

件
（ ％）

件
（ ％）

2024年12月末時点の調査結果にづくも
のであり、調査の進展を受けて数に変更が
生じる可能性がある。

％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

※製品起因と誤使用・不注意等による重大製品事故の合計件数を分⺟とし、それぞれの割合を⽰
したもの。
※2022年12月末時点の調査結果に基づくものであり、調査の進展を受けて件数に変更が生じる
可能性がある。
※NITEによる事故調査の結果、負傷者等の年代が判明したものを計上。
※事故にかかる複数人の年代が判明したものは、負傷者、使用者、所有者の順に優先して計上。
※判明した年齢に幅がある場合や複数人負傷者等がいる場合、より低い年代で計上。
※「小学生」は 歳未満、「中学生」「⾼校生」は 代、「大学生」は 代で計上。

誤使用・不注意等 製品起因
出典︓消費生活用製品安全法に基づいて消費者庁から経済産業省製品安全課に通知
された重大製品事故（事故の受付日ベース）を基に経済産業省製品安全課で集計

ベビーカー ⽗親がベビーカーを開く際に、誤ってフレームの接続部に３歳児の指を
挟み、小指の先端が切断。

除雪機 70代の⾼齢者が、緊急停止機能をキャンセルして除雪機を使用中に
、壁と除雪機に挟まれ死亡した。

ガスこんろ 80代の⾼齢者が、マフラータオルを⾸に掛けたままガスこんろを使用中
に、マフラータオルに着⽕し⽕傷を負った。

ドア ⼦供が、⽞関ドアに手を掛けて靴を脱いでいる間にドアが閉まり、右手
親指を挟み⾻折した。

暖房便座 80代の⾼齢者が、暖房便座に30分弱座っていたことで低温⽕傷を負っ
た。
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「プラスあんしん」の発信例①

受賞のメリット

⚫ 経済産業省が発信する ジャーナルで発信中。

⚫ 秒早わかり解説というページに、＋あんしん制度
や受賞製品に関して、随時情報を発信している。

⚫ 年度受賞の６製品に関しても製品特性等を紹介
している。

ジャーナル

応募製品に求める要件やロゴマークの表示例
応募製品に求める要件

マップによるリスク⾒える化を
行い、リスク低減方策の搭載前後
でのリスクを⽐較して評価する。

①製品全体として基本的安全性が担保されていること
→製品安全４法の技術基準、 等への適合
②誤使用・不注意と結び付けて対策する意義が明確なこと
③特定の誤使用・不注意による事故リスクの低減状況が明確なこと

→リスクアセスメントの妥当性（ マップ等）、リスク低減方策の実装状況・効果
④製品に表示する事故リスクを低減する対策の効果等に関する説明文言が妥当なこと

表示例
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受賞のメリット

⚫ 受賞商品は、受賞後にAmazon上の特集ページでも紹介され、生活者との新たな接点づくりに活用されている。

「プラスあんしん」の価値

⚫ Amazonで特集ページが用意されていることで以下
のような効果が期待できる。

✓ 受賞実績の見える化 

✓ 商品理解から購入導線への接続 

✓ 制度の社会的発信力・生活者向けの効果

特集ページ

「プラスあんしん」の発信例②
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